
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）；
（Ａ）メントール、メントン、カンファー、プレゴール、イソプレゴール、シネオール、
ハッカオイル、ペパーミントオイル、スペアーミントオイル及びユーカリプタスオイルか
らなる群より選ばれる１種以上の清涼感物質、
（Ｂ）一般式（Ｉ）：
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒは炭素数１～１０のアルキル基またはアルケニル基を表わす。）
で示されるＮ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導体から選ばれる一種以上の
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冷感物質、
（Ｃ）アニオン性界面活性剤から選ばれる一種以上の成分、
（Ｄ）水溶性高分子ポリマー及び／又は多価アルコールから選ばれる一種以上の成分、
を含有し、成分（Ａ）と成分（Ｂ）の比が重量比で ～９９：１であることを特
徴とする毛髪及び身体洗浄剤組成物。
【請求項２】
　成分（Ａ）が、メントールであることを特徴とする請求項１記載の毛髪及び身体洗浄剤
組成物。
【請求項３】
　成分（Ａ）の清涼感物質と成分（Ｂ）の冷感物質の合計量が、０．００１～２重量％で
あることを特徴とする請求項１または２に記載の毛髪及び身体洗浄剤組成物。
【請求項４】
　追加成分として成分（Ｅ）温感物質から選ばれる一種以上の成分を併用したことを特徴
とする請求項１乃至３のいずれかに記載の毛髪及び身体洗浄剤組成物。
【請求項５】
　成分（Ｅ）の温感物質が、バニリルアルキルエーテル（アルキル基の炭素数は１～６で
ある。）の一種以上からなることを特徴とする請求項４に記載の毛髪及び身体洗浄剤組成
物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、毛髪及び身体洗浄剤組成物に関し、更に詳しくは優れた清涼効果を有し、しか
もその清涼効果に持続性がある毛髪及び身体洗浄剤組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ライフスタイルあるいは消費者のニーズが大きく変化し、日常使用される化粧品、
ヘアーケアー製品、トイレタリー製品、入浴剤、医薬品などの各種製品は、製品に本来要
求される機能のほかに、使用中あるいは使用後に清涼感が得られるような機能を付与され
たものが好まれるようになってきた。そのため清涼感が得られるような種々の製品が、い
ろいろな形態で市販されている。清涼感は多くの場合冷感効果の付与により得られる。清
涼感或いは冷感効果の付与が好ましいとされる代表的な製品としては、夏期に使用される
化粧品、シャンプー、リンス、ヘアーコンディショナーなどのヘアーケアー製品、ハンド
ソープ、ボディシャンプーなどのボディケア－製品、パップ剤、入浴剤、虫除けスプレー
などが挙げられる。
【０００３】
従来、このような清涼感或いは冷感効果が付与された各種製品を得るため、製品中にメン
トール、カンファー、サリシル酸メチル、乳酸メンチル、シネオール、メントン、スペア
ーミント、ペパーミント、イソプレゴール、３－メントキシプロパン－１，２－ジオール
、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、Ｎ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導
体、等の各種清涼剤物質や冷感物質が配合されている。ここで、メントール、カンファー
、サリシル酸メチル、シネオール、メントン、スペアーミント、ペパーミント、イソプレ
ゴール、等の清涼剤物質は、強い清涼感を付与できるものの添加量を増加した場合、その
蒸散からくる目や鼻に対する刺激が強く、清涼感の持続性も短いことなどの問題があった
。一方、新規な冷感物質として乳酸メンチル、３－メントキシプロパン－１，２－ジオー
ル、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、Ｎ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘
導体、等のｐ－メンタン骨格を持つ化合物や類縁体等が多数開発されたものの、これらの
いくつかは食品やオーラルケア商品には有効であっても、毛髪及び身体洗浄剤では充分な
清涼感を付与できるものではなかった。
【０００４】
このような清涼剤物質や冷感物質に対する市場の高まりに応えるべく、さらなる新規冷感
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物質の開発や研究が行われると共に、従来知られた２種以上の清涼剤物質や冷感物質を組
み合わせることにより、あるいは冷感物質と他の物質を組み合わせることにより、冷感効
果の向上、持続性の改善を図る研究なども行われている。冷感物質と他の物質を組み合わ
せることにより向上した冷感効果、冷感効果の持続性を得る例としては、例えば３－（１
－メントキシ）プロパン－１，２－ジオールと特定のグリセリンエーテルの併用（特許文
献１参照）、３－（ｌ－メントキシ）プロパン－１，２－ジオールと親水性ポリエーテル
変性シリコンの併用（特許文献２参照）が挙げられる。また、特定の冷感物質と特定の温
感物質とを組み合わせて用い、これにより両性界面活性剤及び第四級窒素含有水溶性高分
子を含む、例えば毛髪用洗浄剤組成物に優れた清涼感を付与することも提案されている（
特許文献３参照）。しかしながら、これらの組成物によれば、ある程度の冷感効果の増加
は認められるものの、これによっても、冷感効果は未だ充分なものとは言えず、また持続
性も充分なものではないため、さらに冷感効果に優れしかも持続性に優れた冷感物質が求
められている。
【０００５】
このような観点から、特定の冷感物質と温感物質としてのバニリルブチルエーテルとを組
み合わせて用いた冷感剤組成物（特許文献４参照）、Ｌ－メントール、Ｌ－イソプレゴー
ル、３－（ｌ－メントキシ）プロパン－１，２－ジオール、パラメンタン－３，８－ジオ
ール、等のアルコール類やエーテル類である冷感物質とカチオン性界面活性を含有する冷
感効果向上組成物（特許文献５参照）が提案されている。前者は冷感効果の向上は窺える
が、水溶性高分子ポリマーや多価アルコールとの組み合わせについての開示はなく、冷感
剤もアルコールやエーテル類であり、充分といえるまでの冷感効果向上効果が常に奏され
るものではない。また、後者は冷感効果をうたっているものの、リンスやヘアーコンディ
ショナーへの適用であるためカチオン型界面活性剤を必須成分とし、しかも本件発明が対
象とする毛髪及び身体用洗浄剤に関するものではない。さらに、温感物質及びカチオン型
ポリマーを含有するスカルプケアー剤組成物も提案されている（特許文献６参照）が、こ
の組成物は頭皮への高いマッサージ効果と温まり感を持続することを提案するに止まり、
頭皮への冷感効果に関する記述はない。
【０００６】
このような背景から、これまでメントールを代表とする清涼剤を含む毛髪及び身体用洗浄
剤において、清涼剤の添加量を抑えて刺激性を抑制しつつ、しかも強い清涼感や冷感効果
を持続的に付与したいとする要望は強かった。しかし、従来の技術によっては、この要望
に十分に満足できる程度に対応できるものではなかった。
【０００７】
一方、Ｎ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導体は経皮吸収促進剤として、毛
髪洗浄料に応用することが提案され、その際メントールなどの清涼剤との併用について開
示されているが、頭皮或いは体皮に対する冷感効果に関する開示はない（特許文献７及び
８参照）。また、Ｎ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導体自体が冷感作用を
有する物質である、あるいは清涼化剤として用いられることは公知である（特許文献９及
び１０参照）が、他の冷感物質などとの併用効果についての具体的開示はない。
【０００８】
【特許文献１】
特開昭６３－２０８５０５号公報
【特許文献２】
特開昭６３－２６４５２２号公報
【特許文献３】
特開平６－１０７５２７号公報
【特許文献４】
特開２０００－４４９２４号公報
【特許文献５】
特開２００２－１１４６４９号公報
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【特許文献６】
特開２０００－１９１４６号公報
【特許文献７】
特開２００１－７２６０５号公報
【特許文献８】
特開２００１－５８９６１号公報
【特許文献９】
特開昭４７－１６６４８号公報
【特許文献１０】
特開平８－２８３１４７号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、洗浄時に清涼感や冷感効果を向上させ、さらに洗浄後において
もその効果を持続させることのできる毛髪及び身体用洗浄剤組成物を提供する事にある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、毛髪及び身体洗浄剤に効率的な清涼感を付与する方法を鋭意研究した結果
、メントールなどの清涼感物質と冷感物質としてＮ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキ
サミド誘導体を併用し、これにアニオン界面活性剤と水溶性高分子ポリマー及び／又は多
価アルコールとを配合させて得られる洗浄剤が、洗浄時における冷感効果の向上効果、即
ち向上した清涼感を有し、また洗浄後においては効果的に冷感効果、即ち清涼感を持続で
きるものであることを見出した。さらに、上記組成物にバニリルアルキルエーテルなどの
温感物質を配合すると冷感効果、とくに洗浄時及び洗浄後の冷感効果が向上され、向上し
た清涼感が得られ、しかもその効果が持続されることを見出した。本発明は、これら新知
見に基づいて完成されたものである。
【００１１】
すなわち、本発明は次の通りの毛髪及び身体洗浄剤組成物である。
〔１〕　次の成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）；
（Ａ）メントール、メントン、カンファー、プレゴール、イソプレゴール、シネオール、
ハッカオイル、ペパーミントオイル、スペアーミントオイル、ユーカリプタスオイル、か
らなる群より選ばれる１種以上の清涼感物質、
（Ｂ）下記一般式（Ｉ）で示されるＮ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導体
から選ばれる一種以上の冷感物質、
【００１２】
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１３】
（式中、Ｒは炭素数１～１０のアルキル基またはアルケニル基を表わす。）
（Ｃ）アニオン性界面活性剤から選ばれる一種以上の成分、
（Ｄ）水溶性高分子ポリマー及び／又は多価アルコールから選ばれる一種以上の成分、
を含有し、成分（Ａ）と成分（Ｂ）の比が重量比で ～９９：１であることを特
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徴とする毛髪及び身体洗浄剤組成物。
【００１４】
〔２〕　成分（Ａ）が、メントールであることを特徴とする上記〔１〕項記載の毛髪及び
身体洗浄剤組成物。
〔 〕　成分（Ａ）の清涼感物質と成分（Ｂ）の冷感物質を合計量で、０．００１～２重
量％含有することを特徴とする上記〔１〕 〔 〕項のいずれかに記載の毛髪及び身
体洗浄剤組成物。
【００１５】
〔 〕　追加成分として成分（Ｅ）として温感物質から選ばれる一種以上の成分を併用す
ることを特徴とする上記〔１〕乃至〔 〕項のいずれかに記載の毛髪及び身体洗浄剤組成
物。
〔 〕成分（Ｅ）の温感物質が、バニリルアルキルエーテル（アルキル基の炭素数は１～
６である。）の少なくとも一種からなることを特徴とする上記〔 〕に記載の毛髪及び身
体洗浄剤組成物。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に本発明について詳細に説明する。
本発明においては、成分（Ａ）として清涼感物質が使用される。成分（Ａ）の清涼感物質
としては、具体的には、メントール、メントン、カンファー、プレゴール、イソプレゴー
ル、シネオール、ハッカオイル、ペパーミントオイル、スペアーミントオイル、ユーカリ
プタスオイル、等が挙げられる。これらは、幾何学的・光学的構造の違いにより効果に違
いはあるものの、いずれも冷感効果を有し、清涼感を付与することができるものである。
これら清涼感物質は単独で用いられてもよく、２種以上が任意に併用されてもよい。特に
、本発明においては、清涼感物質として、清涼感付与効果に優れ、入手も容易なメントー
ルを主成分として用いることが好ましい。
【００１７】
また、本発明の成分（Ｂ）の冷感物質としては、上記一般式（Ｉ）で示されるＮ－置換－
ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導体が用いられる。上記一般式（Ｉ）において、Ｒ
としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル
基、イソブチル基、ｔ－ブチル基等のアルキル基、エチニル基、プロペニル基、ブチニル
基等のアルケニル基、が挙げられるが、特にメチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソ
プロピル基が好適である。これら冷感物質は単独で用いられても、２種以上が任意に併用
されてもよい。
【００１８】
本発明の成分（Ｂ）として用いられるＮ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘導
体は、例えば、ｐ－メンタン－３－カルボン酸にチオニルクロライドを作用させて得られ
るアシドクロライドに、適当量のモノ置換アミン化合物を反応させる方法など、従来から
公知の方法により容易に製造することができる。前記アシドクロライドとモノ置換アミン
化合物との反応は、例えばアルカリ存在下、室温でスムーズに進行する。Ｎ－置換－ｐ－
メンタン－３－カルボキサミド誘導体は、幾何学異性と光学異性とを示し、原料及び製法
によって一種の幾何学的異性体または光学的異性体からなるか、あるいは幾何学的異性体
または光学的異性体の混合物からなる。Ｎ－置換－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド誘
導体は、幾何学的・光学的構造の違いにより効果に違いはあるものの、いずれも冷感効果
を示す。
【００１９】
　本発明の成分（Ａ）の清涼感物質と成分（Ｂ）の冷感物質とは、本発明の効果を損なわ
ない範囲において任意の割合で用いることができるが、成分（Ａ）と成分（Ｂ）の使用割
合は重量比で ～９９：１の範囲であることが好ましい。成分（Ａ）の清涼感物
質と成分（Ｂ）の冷感物質の使用割合がこの範囲であると、清涼感物質による刺激が抑え
られ、かつ優れた清涼感効果が得られ、また清涼感の持続性も優れた毛髪あるいは身体洗
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浄剤組成物が得られる。成分（Ａ）と成分（Ｂ）の使用割合は、より好ましくは
～９５：５の範囲である。

【００２０】
これら成分（Ａ）の清涼感物質及び成分（Ｂ）の冷感物質の配合量は、本発明の毛髪ある
いは身体洗浄剤組成物がどのような態様、目的で使用されるか、例えば最終製品がシャン
プー、リンスインシャンプー、ボディシャンプー、ハンドソープ、洗顔ソープ、等いかな
るタイプのものであるかなどに応じ、適宜の量として決定される。成分（Ａ）と成分（Ｂ
）とを併せた成分（以下、成分（Ａ）＋（Ｂ）混合冷感物質と記載する場合もある。）の
全組成物への配合量は、併用される成分（Ａ）と成分（Ｂ）の安定性や冷感効果を考慮す
ると、０．００１～２重量％であることが好ましい。
【００２１】
本発明において成分（Ｃ）として用いられるアニオン界面活性剤は、アニオン界面活性剤
であればいずれのものであってもよく、またアニオン界面活性剤は単独で用いられても、
２種以上が任意に組み合わせて用いられてもよい。本発明において用いられるアニオン界
面活性剤を例示すると、例えば硫酸アルキル、硫酸アルキルエーテル、硫酸アルキルアミ
ドエーテル、硫酸アルキルアリールポリエーテル、硫酸モノグリセリド、アルキルスルホ
ン酸、アルキルアミドスルホン酸、アルキルアリールスルホン酸、オレフィンスルホン酸
、パラフィンスルホン酸、アルキルスルホコハク酸、アルキルエーテルスルホコハク酸、
アルキルアミドスルホコハク酸、アルキルサクシンアミド酸、アルキルスルホ酢酸、燐酸
アルキル、燐酸アルキルエーテル、アシルサルコシン、アシルイセチオン酸及びＮ－アシ
ルタウリンのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、アミン塩、アミノアルコール塩及びマグ
ネシウム塩、脂肪酸の塩、ココナッツオイル酸、若しくは水素添加したココナッツオイル
酸、アシルラクチレート、アルキル－Ｄ－ガラクトシディユロニック酸及びそれらの塩、
ポリオキシアルキレンエーテルカルボン酸等が挙げられる。なお、本発明においては、ア
ニオン界面活性剤がこれら例示のものに限定されるものではない。
【００２２】
また、成分（Ｃ）アニオン界面活性剤の全組成物に対する配合割合は、使用する製品のタ
イプ、例えば、シャンプー、リンスインシャンプー、ボディシャンプー、ハンドソープ、
洗顔ソープ等に応じ、適宜調整される。一般には、全組成物に対し５～４０重量％、好ま
しくは５～３０重量％、特に好ましくは１０～２０重量％配合される。これは、５重量％
未満では十分な洗浄力が得られず、また４０重量％を超えると、適正な粘度が得られない
ことによる。
【００２３】
　本発明 おいては、成分（Ｄ）として水溶性高分子ポリマー〔成分（Ｄ－１）〕及び／
又は多価アルコール〔成分（Ｄ－２）〕が用いられる。ここで、成分（Ｄ－１）である水
溶性高分子ポリマーとしては、水溶性高分子ポリマーであればいずれのものでも使用でき
るが、カチオン基を含有する水溶性高分子ポリマーが好ましいものである。成分（Ｄ－１
）の水溶性高分子ポリマーはトリートメント効果のために、また成分（Ｄ－２）の多価ア
ルコールは保湿効果のために本発明の毛髪及び身体洗浄剤組成物に含有される。
【００２４】
前記カチオン基を含有する水溶性高分子ポリマーとしては、例えば（１）４級化されるか
、若しくは非４級化されたビニルピロリドン／ジアルキルアミノアルキルアクリレート若
しくはメタクリレートコポリマー、 (２ )第４アンモニウム基を有するセルロースエーテル
誘導体、（３）セルロース高分子若しくは水溶性の第４アンモニウム単量体とのグラフト
誘導体を含有するカチオン性セルロース誘導体、（４）４級化したポリサッカライド、（
５）ピペラジン部分及び任意に酸素原子、硫黄原子、若しくは窒素原子、若しくは芳香族
若しくは複素環で中断されてもよい直鎖若しくは分岐鎖を有する２価のアルキレン若しく
はヒドロキシアルキレン基を含有する高分子、若しくは酸化、及び／若しくは４級化され
た前記の高分子、 (６ )任意に架橋及び／又はアルキル化された水溶性のポリアミノアミド
、 (７ )ポリアルキレンポリアミンとポリカルボン酸との縮合によって得られるポリアミノ
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アミド誘導体をその後に２官能性薬剤によるアルキル化したもの、 (８ )２個の第１アミン
基と、少なくとも１個の第２アミン基とジカルボン酸を有するポリアルキレンポリアミン
との反応によって得られる高分子、 (９ )２０ ,０００から３ ,０００ ,０００の分子量を有
するメチルジアリルアミン、若しくはジメチルジアリルアンモニウムの環状高分子、 (１
０ )メタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリドの架橋ポリマー、 (１１
)第４ポリアンモニウム高分子、 (１２ )アクリル酸、若しくはメタクリル酸エステル若し
くはアミドから得られるホモポリマー若しくはコポリマー、 (１３ )ビニルピロリドン及び
ビニルイミダゾールの第４ポリマー、 (１４ )ポリアミン、 (１５ )ポリアルキレンイミン、
(１６ )ビニルピロリドン若しくはビニルピリジン部分を含有する高分子、 (１７ )ポリアミ
ンとエピクロルヒドリンとの縮合物、 (１８ )ポリウレイレン、 (１９ )キチン誘導体から選
択されるポリアミン、ポリアミノアミド、若しくは第４ポリアンモニウム等が挙げられる
。
【００２５】
成分（Ｄ－１）の水溶性高分子ポリマーは、単独で用いられても、２種以上が任意に併用
されてもよい。
また、成分（Ｄ－１）の水溶性高分子ポリマーの組成物への配合量は、使用する製品のタ
イプ、例えば、シャンプー、リンスインシャンプー、ボディシャンプー、ハンドソープ、
洗顔ソープ等に応じ、適宜調整できる。一般には、全組成物量に基づいて０．０１～５重
量％、好ましくは０．０５～２重量％、特に好ましくは０．１～１重量％配合される。水
溶性高分子ポリマーの配合量が０．０１重量％未満であると、トリートメント効果がない
という問題が生じることがあり、また５重量％を超える場合には、ごわつき感がおきると
いう問題が生じることがある。
【００２６】
さらに成分（Ｄ－２）の多価アルコールとしては、多価アルコールであればいずれのもの
でも使用できる。これら多価アルコールの具体例としては、例えば、エチレングリコール
、プロピレングリコール、イソプレングリコール、１，３－ブチレングリコール、１，２
－ブチレングリコール、テトラメチレングリコール、ペンタメチレングリコール、２－ブ
テン－１，４－ジオール、ヘキシレングリコール、オクチレングリコール等の２価のアル
コール；グリセリン、トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘキサントリオール等の３
価のアルコール；ペンタエリスリトール等の４価のアルコール；キシリトール等の５価の
アルコール；ソルビトール、マンニトール等の６価のアルコール；ジエチレングリコール
、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、テト
ラエチレングリコール、ジグリセリン、ポリエチレングリコール、トリグリセリン、テト
ラグリセリン、ポリグリセリン等の多価アルコール重合体等が挙げられる。この中でも特
にグリセリン、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコールが好ましい。
【００２７】
これら成分（Ｄ－２）の多価アルコールは、単独で用いられてもよく、２種以上が任意に
併用されてもよい。
また、成分（Ｄ－２）の多価アルコールの組成物への配合量は、使用する製品のタイプ、
例えば、シャンプー、リンスインシャンプー、ボディシャンプー、ハンドソープ、洗顔ソ
ープ等に応じ、適宜調整できる。一般には、成分（Ｃ）のアニオン界面活性剤及びその他
に使用した界面活性剤の合計含有量と、成分（Ｄ－２）の多価アルコールの含有量との重
量比で、通常、界面活性剤／多価アルコールが８０／２０～９９／１、好ましくは８５／
１５～９８／２、より好ましくは９０／１０～９６／４となる範囲で用いられる。多価ア
ルコールの含有量が前記割合より少ない場合には保湿効果がないという問題が生じる場合
があり、また前記割合より多い場合には、べとつき感がおきるという問題が生じることが
ある。
【００２８】
本発明においては、追加成分の一つとして成分（Ｅ）の温感物質を洗浄剤組成物に添加す
ることができる。本発明の洗浄剤組成物において温感物質が添加されることにより、冷感
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効果の更なる向上が見られ、清涼感が増大する。また温感物質の添加により、単に冷感効
果の増大のみでなく、頭皮、体皮の血液循環の増大感、薬効感なども感じられるようにな
る。成分（Ｅ）の温感物質としては、従来温感物質として知られたいずれのものも使用で
きるが、バニリルアルキルエーテルが中でも好ましいものである。バニリルアルキルエー
テルにおいて、アルキル基は炭素数が１～６であることが好ましく、このようなアルキル
基としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチ
ル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ペンチル基、等が挙げられ、これらの中では特にブ
チル基が好ましいものである。これら温感物質は単独で用いられてもよいが、２種以上が
任意に併用されてもよい。本発明においては、バニリルアルキルエーテルなどの温感物質
は、温感物質の配合により温感効果が付与されない範囲であればよく、通常、成分（Ａ）
の清涼感物質と成分（Ｂ）の冷感物質との合計総量に対し、重量で０．００１～２．０倍
量、好ましくは、重量で０．０１～１．０倍量の配合量とされる。
【００２９】
また、本発明の毛髪及び身体用洗浄剤組成物には、更に必要に応じて成分（Ｆ）としてシ
リコーン類が配合されてもよい。シリコーン類の配合により、毛髪のさらさら感を得るこ
とができる。シリコーン類としては、下記一般式（ II）で表わされるメチルポリシロキサ
ンが好ましい。
【００３０】
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
（式中、Ｒ 1はメチル基又はフェニル基を示し、Ｒ 2はメチル基又はヒドロキシル基を示し
、ｎは１００～２０００の数を示す。）
【００３２】
成分（Ｆ）のシリコーン類は、１種以上を用いることができ、全組成中に０．０１～１０
重量％、特に０．１～５重量％、更に０．５～３重量％配合するのが好ましい。
【００３３】
本発明の毛髪及び身体洗浄剤組成物には、前記成分のほか、例えば前記以外の界面活性剤
、油剤、一価アルコール、染料、還元剤、酸化剤、金属キレート剤、抗酸化剤、粘度調整
剤、防腐剤、動植物抽出物、消炎剤、殺菌剤、抗フケ剤、酸化防止剤、パール化剤、紫外
線吸収剤、保湿剤、有機又は無機塩、ｐＨ調整剤、色素、溶剤、香料、その他カプセル類
などを適宜配合できる。
【００３４】
本発明の毛髪及び身体洗浄剤組成物のｐＨは、２～１２、特に４～８であることが好まし
い。
本発明の毛髪及び身体洗浄剤組成物は、通常の方法に従って製造でき、例えばシャンプー
、ドライシャンプー、リンスインシャンプー、ボディシャンプー、ハンドソープ、洗顔ソ
ープ等として適用される。
【００３５】
【発明の効果】
本発明の洗浄剤組成物を用いて頭髪或いは身体を洗浄することにより、洗浄時目や鼻への
刺激が少なく、また従来に増しての強い清涼感を実感させることができ、またこの良好な
清涼感効果を持続させることができる。即ち、本発明の組成物は、刺激性なく、洗浄時の
頭皮及び体皮に心地よい冷涼刺激感を与え、タオル等によって頭部を乾燥した後もその爽
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涼感を長く持続させることができるものである。
【００３６】
【実施例】
以下、実施例を挙げて更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定され
るものではない。
【００３７】
実施例１及び比較例１
下記表１に示した処方により実施例１及び比較例１の透明シャンプーを常法により調製し
た。
【００３８】
【表１】
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【００３９】
試験例１
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実施例１又は比較例１のシャンプー１０ｇを用いて、６名のパネラー（健常者の男性４名
及び女性２名）が各々洗髪を行い、洗髪直後及びドライタオル後における実施例１と比較
例１のシャンプーの清涼感の比較を行った。なお、実施例１のシャンプーによる洗髪と比
較例１のシャンプーによる洗髪は別の日に実施された。結果を表２に示す。
【００４０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
表２に示されるように、パネラー６名中５名が、洗髪直後、タオルドライ後ともに実施例
１のシャンプーが比較例１のシャンプーに比べ強い清涼感を有すると回答した。このこと
から、本発明の毛髪洗浄剤組成物は比較毛髪洗浄剤組成物に比べ、清涼感の強度及び持続
性に優れていることが分かる。
【００４２】
実施例２、比較例２及び比較例３
下記表３に示した処方により実施例２及び比較例２及び３のパールシャンプーを常法によ
り調製した。
【００４３】
【表３】
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【００４４】
試験例２
実施例２及び比較例２のシャンプー各１０ｇを用いて、８名のパネラー（健常者の男性６
名及び女性２名）が洗髪を行い、洗髪直後における実施例２のシャンプーと比較例２のシ
ャンプーの清涼感の比較を行った。なお、実施例２のシャンプーによる洗髪と比較例２の
シャンプーによる洗髪は、別の日に実施された。結果を表４に示す。
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【００４５】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４６】
表４に示されるように、パネラー８名中５名が、実施例２のシャンプーが強い清涼感を有
すると回答した。このことから、ｌ－メントールとＮ－エチル－ｐ－メンタン－３－カル
ボキサミドの併用により、刺激性を有するｌ－メントールの量を減らしながら清涼感の向
上が図られることが分る。
【００４７】
試験例３
実施例２又は比較例３のシャンプー１０ｇを用いて、８名のパネラー（健常者の男性６名
及び女性２名）が各々洗髪を行い、洗髪直後における実施例２のシャンプーと比較例３の
シャンプーの清涼感の比較を行った。なお、実施例２のシャンプーによる洗髪と比較例３
のシャンプーによる洗髪は、別の日に実施された。結果を表５に示す。
【００４８】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４９】
表５に示されるように、パネラー８名全員が、実施例２のシャンプーが強い清涼感を有す
ると回答した。このことから、ｌ－メントールとＮ－エチル－ｐ－メンタン－３－カルボ
キサミドとの併用により、Ｎ－エチル－ｐ－メンタン－３－カルボキサミドを冷感剤とし
て用いる場合に比べ、明らかな清涼感の強度向上が図られることが分る。
【００５０】
実施例３、実施例４及び比較例４
下記表６に示した処方により実施例３、実施例４及び比較例４の透明シャンプーを常法に
より調製した。
【００５１】
【表６】
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【００５２】
試験例４
実施例３及び比較例４のシャンプー各１０ｇを用いて、１０名のパネラー（健常者の男性
１０名）が洗髪を行い、洗髪直後における実施例３のシャンプーと比較例４のシャンプー
の清涼感の比較を行った。なお、実施例３のシャンプーによる洗髪と比較例４のシャンプ
ーによる洗髪は、別の日に実施された。結果を表７に示す。
【００５３】
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【表７】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５４】
表７に示されるように、パネラー１０名中７名が、実施例３のシャンプーが比較例４のシ
ャンプーに比べ強い清涼感を有すると回答した。このことから、ｌ－メントールとＮ－エ
チル－ｐ－メンタン－３－カルボキサミドの併用により、刺激性を有するｌ－メントール
の量を減らしながら清涼感の向上がなされることが分る。
【００５５】
試験例５
実施例４又は比較例４のシャンプー１０ｇを用いて、１０名のパネラー（健常者の男性１
０名）が各々洗髪を行い、洗髪直後における実施例４のシャンプーと比較例４のシャンプ
ーの清涼感の比較を行った。なお、実施例４のシャンプーによる洗髪と比較例４のシャン
プーによる洗髪は、別の日に実施された。結果を表８に示す。
【００５６】
【表８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５７】
表８に示されるように、パネラー１０名中８名が、実施例４のシャンプーが比較例４のシ
ャンプーに比べ強い清涼感を有すると回答した。なお、実施例４のシャンプーが強い清涼
感を有すると回答した８名のパネラーの清涼感についてのコメント（複数回答）は以下の
内容であった。
【００５８】
どちらかといえば冷感である・・・・・２名
どちらかといえば温感である・・・・・６名
血行促進したような感じがする・・・・５名
地肌に爽快感があった・・・・・・・・６名
薬効感があった・・・・・・・・・・・４名
【００５９】
以上のことから、ｌ－メントール及びＮ－エチル－ｐ－メンタン－３－カルボキサミドに
加え、バニリルブチルエーテルを併用することにより、清涼感とともに、バニリルブチル
エーテルを加えない場合に比べ、肌に好ましい効果を有するシャンプーであるとの印象を
与えるものであることが分る。
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【００６０】
実施例５及び比較例５
下記表９に示した処方により実施例５及び比較例５の石鹸タイプボディーソープを常法に
より調製した。
【００６１】
【表９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
試験例６
表９に示した実施例５又は比較例５のボディーソープ１０ gを綿タオルにのばして身体洗
浄し、洗浄直後における実施例５のボディーソープと比較例５のボディーソープの清涼感
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の比較を、１５名のパネラー（健常者の日本パネラー６名及びシンガポールパネラー９名
）により行った。なお、実施例５のボディーソープによる洗浄と比較例５のボディーソー
プによる洗浄は別の日に実施した。結果を表１０に示す。
【００６３】
【表１０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６４】
表１０に示されるように、パネラー１５名中１２名が、実施例５のボディーソープが比較
例５のボディーソープに比べ強い清涼感を有すると回答した。このことから、ｌ－メント
ールとＮ－エチル－ｐ－メンタン－３－カルボキサミドの併用により、刺激性を有するｌ
－メントールの量を減らしながら清涼感の向上がなされることが分る。
【００６５】
実施例６及び比較例６
下記表１１に示した処方により実施例６及び比較例６のハンドソープを常法により調製し
た。
【００６６】
【表１１】
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【００６７】
試験例７
表１１に示した実施例６又は比較例６のハンドソープ２ｇを手にとり、水道水で適度に水
分を補って両手で十分に泡立てて洗浄した後、水道水で十分に洗い流して、洗い流し直後
における実施例６のハンドソープと比較例６のハンドソープの清涼感の比較を行った。な
お、洗浄試験は３時間の間隔をあけ、６人のパネラー（健常者の女性２名及び男性４名）
により実施した。結果を表１２に示す。
【００６８】
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【表１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６９】
表１２に示されるように、パネラー６名中４名が、実施例６のハンドソープが比較例６の
ハンドソープ強い清涼感を有すると回答した。このことから、ｌ－メントールとＮ－エチ
ル－ｐ－メンタン－３－カルボキサミドの併用により、刺激性を有するｌ－メントールの
量を減らしながら清涼感の向上がなされることが分る。
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